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第１章 はじめに 

１. 新ごみ焼却施設等の整備概要 

鯖江広域衛生施設組合（以下、「本組合」という。）は、ごみ焼却施設（昭和 61 年 4 月

稼働）、粗大ごみ処理施設（平成 5 年 4 月稼働）及び汚泥処理施設（平成 3 年 4 月稼働）

を計画的かつ適切な運転管理・補修整備を行い、一般廃棄物及び下水汚泥の適正処理を

図っている。しかしながら、ごみ焼却施設は供用開始から 30 年以上が経過しており、

施設の老朽化が顕著となっている。 

このような状況を鑑み、本組合では新ごみ焼却施設、新粗大ごみ処理施設及び新汚泥

処理施設（以下、併せて「新ごみ焼却施設等」という。）の整備を進めることを決定した。 

新ごみ焼却施設等の概要は表１-１に示すとおりである。 

 

表１-１ 新ごみ焼却施設等の概要 

項   目 概 要 

新ごみ焼却施設 

施設規模 98ｔ/日（49ｔ/24h×2 炉） 

処理方式 流動床式焼却炉 

余熱利用計画 発電（施設内利用及び売電） 

建設期間 令和 4～7 年度を予定(試運転期間を含む) 

新粗大ごみ 
処理施設 

施設規模 20ｔ/日（5h） 

建設期間 令和 4～7 年度を予定(試運転期間を含む) 

新汚泥 

処理施設 

施設規模 事業者提案 

建設期間 令和 4～7 年度を予定(試運転期間を含む) 

 

２. 本調査の目的 

新ごみ焼却施設等の整備・運営事業（以下、「本事業」という。）には、施設建設時の

整備費用、運営時の維持管理費用等が必要となり、本組合にとって大きな財政支出とな

ることが推測される。 

一方で、民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用した PPP 手法（Public 

Private Partnership：パブリック・プライベート・パートナーシップ、官民連携手法）

を活用することで、本組合が直接事業を実施するよりも事業費削減やより質の高い公共

サービスの提供が可能であると考えられる。 

そこで DBO 等導入可能性調査（以下、「本調査」という。）では、本事業全体を効果的

かつ効率的に実施するため、PPP 手法による事業方式について調査し、従来手法との比

較を通して、本組合に最も適した事業方式の検討を行うことを目的とする。 
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３. 本調査の対象とする事業方式 

国内で採用実績のある一般廃棄物処理施設の整備及び運営事業の事業方式は、公設公

営方式、公設＋長期包括委託方式、DBM 方式、DBO 方式及び PFI 方式が挙げられる。事

業方式の詳細は第２章に記載する。 

本事業における事業方式は、本組合が令和元年度に策定した「ごみ焼却施設整備基本

構想」（以下、「基本構想」という。）において、「民間ノウハウの活用により、全体事業

費の縮減が見込まれるため、DBO 方式とする」としている。 

よって、本調査の調査対象とする事業方式は、現鯖江クリーンセンターが採用してい

る「公設公営方式」及び基本構想で選定した「DBO 方式」とする。 

 

本調査対象事業方式：「公設公営方式」・「DBO 方式」 

 

 

４. 本調査の流れ 

本調査の流れは図１-１に示すとおりである。 

 

 

図１-１ 本調査の流れ 

  

・事業方式の概要
・法的課題の整理
・支援措置等の検討

・事業範囲の検討
・運営期間の検討
・官民のリスク分担の検討
・事業形態について
・SPCについて
・概略事業スキーム

・前提条件の設定（総事業費の算出等）
・VFMの評価
・事業成立可能性シミュレーション

・事業方式の総合評価
・事業実施における課題

発注方式の検討

事業方式の総合評価

本事業の概要及び事業スキームの検討

事業方式検討に係る基礎調査

民間事業者意向調査・アンケート調査

経済性検討
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第２章 事業方式検討に係る基礎調査 

１. PFI・PPP の概要 

PPP（Public Private Partnership：パブリック・プライベート・パートナーシップ、

官民協働）とは、公共が民間の資金、経営能力や建設・運営のノウハウを最大限に活用

し、公共と民間が連携して公共サービスの提供を行う事業スキームのことである。 

PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）

は PPP の代表的な手法の 1 つであり、公共施設等の建設、維持管理、運営等を、民間の

資金、運営能力及び技術的能力を活用して行う手法である。1992 年に英国で誕生した社

会資本整備手法で、PFI の導入は、英国政府の予算不足がその動機であり、道路、橋梁、

病院、学校等公共事業に幅広く導入されている。 

我が国においては、平成 11 年に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律」（以下、「PFI 法」という。）が施行され、公共事業における PFI の導入

が進んできた。PFI の導入により、国や地方公共団体の事業コストの削減、より質の高

い公共サービスの提供が期待される。PFI の対象施設として、公共施設（道路、鉄道等）、

公用施設（庁舎、宿舎等）、公益的施設（公営住宅、教育文化施設）等などが挙げられる。 

 

２. 一般廃棄物処理事業の事業方式 

(１) 一般廃棄物処理事業の事業方式の概要 

国内で採用実績のある一般廃棄物処理施設の整備及び運営事業の事業方式は、公設

公営方式、公設＋長期包括委託方式、DBM 方式、DBO 方式及び PFI 方式（3 方式）の計

7 方式が挙げられ、施設整備と運営を分離した事業方式及び施設整備と運営を一体の

事業として進める事業方式がある。 

各事業方式（一般廃棄物処理事業）の特徴は表２-１に示すとおりである。 

 

表２-１ 事業方式の特徴 

 

 

各事業方式の具体的な内容は、下記及び次ページ以降に示すとおりである。 

 

設計/建設 資金調達 運転 維持補修 解体 建設期間 運営期間

公設公営方式 公※1 公 公 公 公 公 公 強

公設＋長期包括委託方式 公※1 公 民 民※2 公 公 公

DBM方式 公※1 公 公 民※2 公 公 公

DBO方式 公※1 公 民 民※2 公 公 公

BTO方式 民 民 民 民※2 公 民 公

BOT方式 民 民 民 民※2 公 民 民

BOO方式 民 民 民 民※2 民 民 民 弱

※2　大規模補修は、公とする場合もある。

※1　焼却施設の場合は、公共発注の場合でも性能による設計・建設一括発注（デザイン・ビルド）となる。

公共関与の
割合

PFI
方
式

施設の所有運営建設
項目
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■公設公営方式 

・公共が財源確保から施設の設計・建設、運営（直営又は運転委託）等の全てを行う方式。 

 

■公設＋長期包括委託方式 

・公共が施設の設計・建設を行い、運営に関しては民間事業者に複数年にわたり包括的に

委託する方式。 

 

■DBM 方式 （Design - Build – Maintenance ： 設計 - 建設 - 維持管理） 

・公共の資金調達（交付金、起債等）により、施設の設計・建設、維持管理を民間事業者

に包括的に委託する方式。運営段階では、運転管理は公共が、維持管理（補修・更新等）

は民間事業者が行う。 

 

■DBO 方式 （Design - Build – Operate ： 設計 - 建設 – 運営） 

・公共の資金調達（交付金、起債等）により、施設の設計・建設、運営等を民間事業者に

包括的に委託する方式。 

 

■PFI 方式 

◇BTO 方式 （Build - Transfer – Operate ： 建設 – 譲渡 – 運営） 

・民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を設計・建設・運営を行う。所有権については、

施設の完成後に公共に移転する。 

 

◇BOT 方式 （Build - Operate – Transfer ： 建設 – 運営 – 譲渡） 

・民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を設計・建設・運営を行う。所有権については、

運営期間終了後に公共に移転する。 

 

◇BOO 方式 （Build - Own – Operate ： 建設 – 所有 – 運営） 

・民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を設計・建設・運営を行う。契約終了後は、事

業者が引き続き施設を保有し事業を継続または施設を撤去し現状復帰を行う。 
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(２) 調査対象とする事業方式の概要 

本調査の調査対象とする事業方式の概要は以下に示すとおりである。 

 

■公設公営方式 

特長 ・公共が財源を確保し、施設の計画、調査から設計、建設、運転、維持管

理、運営までを公共が主体で行う手法である 

・設計・建設については、公共が建設事業者と請負契約を結ぶ 

・施設運転、燃料や薬品等の用役調達、補修工事については、公共が直営で

運転するか、運転事業者や関連事業者とそれぞれ委託または請負契約を結

ぶ

 

資金 

調達 

・すべて公共が調達 

 （運転・維持補修等に係る費用の予算措置と執行は単年度毎が通例） 

役割と 

リスク

分担 

【役割】 

・すべての役割を公共が担う 

【リスク分担】 

・すべてのリスクを公共が負担（ただし、設計・建設工事は性能発注による

リスク分担となる）する 

長所 ・公共が全段階において事業主体となるため信頼性は高い 

・公共が全段階において事業主体となるため迅速な情報公開等の対応性が高

い 

・運転管理や施設修繕等に係る委託は単年度毎に実施するため、運営段階で

の制度及び施策変更等への対応は容易となる 

短所 

(課題) 

・財政支出の平準化はない 

・PFI 方式と比較して施設整備期間中の財政負担額が大きい 

・維持管理費は単年度毎の予算措置となり、長期的な施設運営を考慮した計

画的な資金運用を図ることは困難である（設備の老朽化が進むと毎年の維

持管理費の変動も大きく、その都度の予算措置が必要） 

事例 ・従来から採用されてきた方式であり、導入実績は多数ある 

 

 

 

公設公営方式

地方公共団体

運転事業者
関連事業者

燃料・薬品等調達

建設事業者

請負契約

建設工事
補修整備工事

運転業務

直営
または

単年度運転委託

直接調達
請負・委託契約
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■DBO 方式 

特長 ・施設の設計から建設、運転・運営までを民間事業者に一括発注する 

・施設建設は公設であり、公共が設計・建設を建設事業者と契約する 

・施設運営に係る業務（運転管理、維持管理等）を長期包括委託する 

・建設工事請負契約と運営業務委託契約を１つにまとめるための「上位契

約」として、基本契約を締結し、建設事業者と運営事業者の連携を強化

する 

・公設であるため組合管理者が一般廃棄物処理施設設置届を提出する 

 

資金 

調達 

・施設建設費は公共が調達 

・運営費は民間事業者が運用（公共が支払う委託費による運用が基本とな

るが、必要な場合には民間事業者が資金調達する） 

役割と 

リスク

分担 

【役割】 

・運営業務（運転・維持管理等）について民間事業者が役割を負う 

【リスク分担】 

・公共と民間事業者で役割分担に基づき、リスク分担を行う 

長所 ・公共が建設の事業主体となるため、施設整備に対する信頼性は高い 

・運営期間中は公共が第三者の視点で事業監視を行うことができる 

・施設建設と施設運営の一括発注であり、責任の所在が明確である 

・施設建設と施設運営の一括発注であり、建設費に加えて運営費について

も発注時に競争性を持たせることができる 

・運営期間における公共の財政支出を見通すことができ、計画的な資金運

用ができる（平準化を含む） 

短所 

(課題) 

・PFI 方式と比較して施設整備期間中の財政負担額が大きい 

・運営期間中の制度及び施策変更等への対応は契約変更となる 

事例 ・導入事例は多い（DBO 方式採用事例は次ページ以降に記載のとおり） 

 

出資

配当

民間事業者
維持管理事業者

委託契約

運営事業者

委託契約

補修整備工事
運転・薬品等調達 出資者

建設工事

建設事業者

SPC（特別目的会社）

建設事業者
運営・維持管理会社

等

事業契約
基本契約

基本契約に基づく
建設工事請負契約

基本契約に基づく
運営業務委託契約

DBO方式

地方公共団体
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DBO 方式採用事例 
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(３) 一般廃棄物処理事業の事業方式事例 

直近 10 年間における一般廃棄物処理事業（焼却施設）の事業方式の推移は図２-１

に示すとおりである。 

一般廃棄物の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」

という。）により市町村等の義務とされているため、近年まで処理施設の事業方式は、

市町村自らが行う公設公営方式が多かった。 

PFI 法が定められて以降、公共事業における PFI 方式の導入が進み、近年では PFI

方式から派生した DBO 方式などを含めた PPP 手法が注目されている。 

一般廃棄物処理施設（特に焼却施設）については、平成 12 年度に PPP 手法の第 1 号

案件が導入されて以降、PPP 手法の導入事例は増加しており、平成 28 年度以降、焼却

施設の建設工事発注案件の半数以上が DBO 方式による施設整備・運営事業の一括発注

となっている。 

 

 

出典：工業新報、廃棄物処理施設の入札・契約データベース（環境省）等（令和元年 3 月末現在） 

※PFI の内訳は BTO 方式または BOO 方式。 

※建設段階での発注方式であり、公設公営に長期包括委託方式が含まれている可能性がある。 

 

図２-１ 焼却施設の事業方式の推移（年度別発注件数） 
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３. 法的課題の整理 

一般廃棄物処理事業を実施する際に留意するべき法制上及び税制上の課題を整理す

る。 

(１) 法制度について 

民間活力を導入する DBO方式では、廃棄物処理法に定められている「再委託の禁止」

及び「委託の基準」に留意が必要である。 

ただし、DBO 方式で実施する場合も、公設公営方式で事業を行う場合と比べて、特

に法的規制を受ける事項はなく、廃棄物処理法の枠組みの中で、民間事業者の創意工

夫により施設の整備、運営・維持管理を行うことが可能である。 

 

■再委託の禁止 

 

 

■委託の基準 

 

  

廃棄物処理法　第7条第14項
一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一
般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項の規定に基づく業務委託におけるPFI事業等の取扱
いについて（通知）
（環廃対発第16033010号、平成28年3月30日）
PFI法第2条第4項に規定する選定事業（PFI事業）等の官民連携を活用し、市町村とSPCが業務委託契
約を交わし、当該SPCが請け負った業務において生じた残さである一般廃棄物の収集、運搬又は処分
を行う者（以下、「処理業者」という。）に委託する場合、廃棄物処理法上の再委託に該当するが、
次のいずれかに該当する場合は再委託に該当しない。
１　市町村、SPC及び処理業者との間で当該一般廃棄物の収集、運搬又は処分に係る三者契約が締結
　　されている場合
２　SPCが契約の事務手続や取次ぎのみを行い、市町村と処理業者との間で当該一般廃棄物の収集、
　　運搬又は処分に係る委託契約が締結されている場合

廃棄物処理法　施行令第4条第1項
受託者が受託業務（非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。）を遂行
するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ受託しようとする業務の実施に関し相当の経験
を有するものであること。
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処理後に発生する残渣等の運搬、処分（再生を含む）は公共が直接行うほか、一般

廃棄物の処分等の許可を受けた民間事業者（以下、「処理業者」という。）に委託する

ことができる。 

処理業者に委託する場合には、事業方式によらず、処理業者自らが廃棄物処理法上

の委託基準を満たした運搬、処分を行う必要がある。 

一方、DBO 方式の場合には、SPC※自らが処理事業者にならない場合が多い。その場

合であっても、当該事業を SPC の業務範囲とし、前述の環境省通知の手続きを経て、

当該業務を処理業者に委託することもできる。 

当該業務を SPC の業務範囲外とすることも含めて、検討する必要がある。 

 

※SPC（Special Purpose Company）：特別目的会社 

ある特定の事業を実施する目的で設立された事業会社。 

特定のプロジェクトから生み出される利益で事業を行うことにより、親会社の責任・信用か

ら切り離すことができる。 

ごみ処理事業では、企業グループ（プラントメーカー・運転管理会社等）が、新会社を設立し

て、事業（設計・建設・運営・監理）を行う事例が多い。 

 

(２) 税制上の留意事項ついて 

①事業方式毎の課税措置 

DBO 方式においては、民間事業者が SPC を設立して事業を行う事例が大半であり、

法人税等の支払を行う必要がある。 

事業方式毎の課税措置の違いは、表２-２に示すとおりである。 

 

表２-２ 事業方式毎の課税措置の違い 

 

税目 公設公営方式 DBO方式

法人税（所得割） 非課税※ 課税

都道府県民税（法人税割） 非課税※ 課税

市町村民税（法人税割） 非課税※ 課税

法人事業税（所得割） 非課税※ 課税

事業所税（資産割） 非課税※ 課税

登録免許税（商業登記） 非課税 課税

登録免許税（不動産登記） 非課税 非課税

不動産取得税 非課税 非課税

固定資産税 非課税 非課税

都市計画税 非課税 非課税

特別土地保有税 非課税 非課税

※各業務を委託する場合、委託先の各事業者は課税される。

【参考】国税、県税、市町村税の区分は以下のとおりである。

　　国税：法人税、登録免許税
　　県税：都道府県民税、法人事業税、不動産所得税
　　市町村税：市町村民税、事業所税、固定資産税、
　　　　　　　都市計画税、特別土地保有税
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②法人税の取扱い 

施設を長期間にわたり運営をする場合、年数の経過とともに修繕費が高くなり、修

繕内容によっては数年または 10 数年毎に修繕費が突出して高くなる年が発生するこ

とが多い。 

DBO 方式で実施した場合、公共から民間事業者に対して支払われるサービス購入料

（公共が支払う公共事業に係るサービスの対価、第３章 ４．に示す）は事業期間に

わたって平準化することも可能であり、修繕費も分割されて支払われることになる。 

一方、現行法では修繕積立金が認められていないため、各年度に支払われる「将来

発生する修繕費用分を含んだ」サービス購入料のうち、当該年度における修繕費相当

分は見かけ上「利益」と見なされ、法人税が課せられることになる。その結果、課税

分がサービス購入料に付加されることになり、公共の負担増となるため VFM（Value 

for Money、詳細は第 5 章に記載する。）が低く算出される可能性がある。 

 

４. 支援措置等の検討 

各種事業方式に対する支援制度として、交付金制度、地方財政制度について以下に概

要を示す。 

 

①交付金制度 

令和 2 年度現在、廃棄物処理施設整備に対する環境省所管の交付金には、以下の 3

つのメニューがある。 

○循環型社会形成推進交付金 

○二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 

○廃棄物処理施設整備交付金 

 

②地方交付税措置 

本事業の実施にあたり、交付税措置の適用が可能である。 
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第３章 本事業の概要及び事業スキームの検討 

１. 事業範囲の検討 

本調査において、DBO 方式を採用した場合の本組合が行うべき業務と民間事業者が行

う事業範囲について、整理・検討をする。 

なお、公設公営方式を採用した場合はすべての業務範囲を本組合が実施する。 

 

(１) 事業範囲の整理 

本事業の対象となる事業範囲は表３-１に示すとおりである。 

 

表３-１ 事業範囲 

業務の種類 内  容 事業範囲 

設計・建設段階 

 1 事前調査業務 
施設整備を行う上で必要となる調査、関係機関との
協議等を行う業務 

○ 

 2 設計・建設業務 施設の設計、建設工事業務（許認可申請等を含む） ○ 

運営・維持管理段階 

 1 
ごみの収集・ 
運搬業務 

本組合管内で発生するごみの収集及び新ごみ焼却施
設等への運搬を行う業務 

対象外 

 2 
受付・受入管理業
務 

搬入されたごみの受付業務（計量、料金徴収、誘導
等） 

○ 

 3 運転管理業務 
搬入されたごみを処理するための施設の運転管理業
務 

○ 

 4 用役管理業務 薬剤、助燃材等の用役の確保、管理業務 ○ 

 5 維持管理業務 
事業期間終了まで性能を維持するために必要となる
点検作業、修理、改造等を行う業務 

○ 

 6 環境管理業務 
運営時の環境保全、環境測定、作業環境の保全を行
う業務 

○ 

 7 情報管理業務 各種報告書の作成、データ管理等の情報関連業務 ○ 

 8 資源化促進業務 
副生成物の資源化を行うための品質管理、引取り先
の確保等を行う業務 

○ 

 9 余熱利用業務 
焼却処理により発生する熱の有効利用を行う業務
（発電及び場内・場外への蒸気供給等） 

○ 

 10 最終処分業務 
処理後発生する焼却残渣等の最終処分物の運搬・処
分等を行う業務 

○ 

 11 その他業務 
周辺住民等の近隣対応や見学者の対応、敷地内の警
備、清掃等を行う業務 

○ 

 

ごみの収集・運搬業務は、構成市町の役割であることから、本事業の事業範囲の対

象外とし、構成市町が実施するものとする。 
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(２) 本組合と民間事業者の役割分担 

前項で整理した対象事業範囲を基に、各業務をさらに細分化し、本組合と民間事業

者の役割分担について検討を行う。 

役割の検討に当たっては、法的制約等を考慮しつつ、民間事業者のノウハウが活用

でき、事業の効率化につながると想定される業務を民間事業者、事業監視や住民対応

など公共が担うべき役割を本組合が分担することを基本に検討を行う。 

本業務において特に検討すべきポイントとしては、①受付業務、②副生成物（資源

物・最終処分物の運搬、資源化、処分等）、③売電収入の帰属の取り扱いの 3 つが考え

られる。 

 

①受付業務 

受付業務では、ごみの搬入車両の受付、計量、車両誘導、直接搬入ごみの料金徴収

等を行う。住民の方と直接対面する業務であることから、公共が行う事例もあるが、

計量施設と焼却施設プラットホームとの連携、人員配置の効率化等の面から、民間事

業者の役割とすることが望ましい。 

そこで、本調査においては、受付業務は民間事業者の役割とする。なお、直接搬入

ごみの処理手数料収入は、本組合の帰属とする。 

 

②副生成物の取扱い 

新ごみ焼却施設等から発生する副生成物について取扱いを検討する。 

副生成物の運搬、処理・処分等の役割分担は、前述した廃棄物処理法上の「再委託

の禁止」に留意して決める必要がある。 

主な副生成物のア 焼却灰・飛灰の運搬、イ 焼却灰・飛灰等の処分、ウ 資源物

の各業務について、下記に整理する。 

 

ア 焼却灰・飛灰の運搬 

焼却灰及び飛灰の運搬について、民間事業者の業務範囲とする場合、民間事業者の

タイミングで効率的に運搬業務を行えるといったメリットがある。しかし、残渣等の

運搬を事業契約内で対応する場合は、運搬人員、運搬車両等を配置して実施する必要

があることから、本組合が運搬事業者に直接委託する場合と比較して、コストが増大

する可能性が高くなる。 

また、前述の環境省通知のとおり、残渣等については運営事業者である SPC 自らが

運搬業務を実施しない限り、運搬に係る契約を運営業務委託契約とは別に締結する必

要があることから、民間事業者が資源化を行う品目以外の運搬は民間事業者の業務範

囲から外し、本組合が直接運搬業者を選定して委託する方が、本組合にとって自由度

が大きく、将来的に処分方法（資源化を含む）に変更が生じた場合にも対応がしやす

いと考えられる。 

そこで、焼却灰及び飛灰の運搬は本組合の役割とする。 
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イ 焼却灰・飛灰等の処分 

焼却灰及び飛灰の最終処分について、焼却灰、飛灰や処理不適物等の最終処分を運

営事業者に委託することは、いずれも廃棄物処理法上の再委託に該当する。また、こ

れら最終処分物の発生量は、ごみ量・ごみ質の変動に影響されるとともに、特に処理

不適物の発生量を予め精度よく見込むことは難しいことから、運搬と同様の考えで、

焼却灰、飛灰等の最終処分物の処分は本組合の役割とする。 

 

ウ 資源物 

施設で回収された資源物の外部資源化について、「再委託の禁止」に抵触するかは、

基準や国の見解等が明示されているわけではないが、PPP 手法における先行事例では、

有価物として扱えるか否かを判断基準としている事例が多い。 

 

〇有価物として売却する資源物：一般廃棄物ではないため再委託には該当しない。 

〇引取り料・委託料等を支払う必要がある資源物：一般廃棄物であり再委託に該当

するおそれがある。 

 

粗大ごみ処理施設から排出される資源物については、取引が社会情勢等により左右

されることから、売却収入の帰属を含め、資源物の資源化は本組合の役割とする。 

 

③売電収入 

売電収入の帰属を本組合とするか、民間事業者とするかを検討する。売電収入の帰

属先によるメリット・デメリットは、表３-２に示すとおりである。 

効率性の面では、売電収入の最大化にインセンティブが働くため、民間事業者の帰

属の方が有利と考えられるが、近年は発電に係る制度や電力情勢の見通しが難しいこ

とに加え、施設規模等の事業条件によっては、売電収入の変動リスクは高いものと捉

えられている。一般的に、施設規模が小さい場合には、売電収入による変動が大きく、

リスクが高いと考えられている。 

 

表３-２ 売電収入の帰属先によるメリット・デメリット 

 

発注者の帰属 民間事業者の帰属

メ
リ
ッ

ト

・売電収入が減少した場合でも、SPC経営に影響を

　及ぼすことがなく、事業の安定性が保たれる。

・ごみ質・ごみ量の変動、制度変更等に伴う売電収

　入の変動リスクは、発注者が直接負担するため、

　委託料へのリスクコストの上乗せは生じない。

・売電収入最大化へのインセンティブが働く

　（運転の工夫、節電の取組、売却先の開拓・交渉

　　等。）

・売電にかかる発注者の事務（売却先の選定、契約

　等）が減る。

デ
メ
リ
ッ

ト

・売電収入はすべての発注者帰属の場合には、民間

　事業者による売電収入最大化のインセンティブが

　働きにくい。

・売電に係る事務手続き（売却先の選定、契約等）

　が生じる。

　（発注者帰属の場合でも、民間事業者による売却

　先の提案契約、事務手続きの協力等は可能であ

　る。）

・ごみ質・ごみ量の変動、制度変更等に伴う売電収

　入の変動リスクが委託料に上乗せされ、委託料が

　過大となる可能性がある。

　（民間事業者帰属の場合でも、一定範囲を超える

　ごみ質・ごみ量の変動、買取単価の変動、制度変

　更等に伴う売電収入の変動については、発注者の

　負担となる。）
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近年においては、電力に係る制度や情勢が不透明であり、長期にわたった見通しが

困難なことなどから、施設規模によらず、発注者帰属や発注者・民間事業者による配

分とする事例が増えてきている。 

以上を踏まえ、売電収入の帰属先は本組合とする。 

 

以上を踏まえた DBO 方式における本組合と民間事業者の役割分担は、表３-３～表

３-１３及び図３-１に示すとおりである。 

なお、公設公営方式については、原則として、全て本組合の役割（民間事業者に別

途委託する場合を含む）とする。 

 

表３-３ 事前調査業務（設計・建設） 

 

 

表３-４ 建設業務（設計・建設） 

 

 

  

項目 内容

用地の確保 建設用地を確保する。

測量・地質調査 建設用地の測量・地質調査を実施する。

生活環境影響調査 生活環境影響調査を実施する。

関係機関との協議 施設整備に伴う各種関係機関との協議を行う。

※1　追加調査が必要と民間事業者が判断する場合は、民間事業者の負担で実施する。

○

○

民間事業者本組合

○

○

△
※1

項目 内容

施設設計・施工 施設の設計・施工を行う。

関連整備
電力の引き込み、給排水設備への接続、電話の引
き込み等の必要な整備を行う。

官公署などへの許可申
請等

建築申請、消防確認、設置届など、必要な申請等
を行う。

建設廃棄物などの処
理・処分

建設などに伴って発生する建設廃棄物などの処
理・処分を行う。

本施設の運転等に係る
指導

運営事業者への本施設の運転、点検、検査、保守
に係る指導を行う。

部品の供給等
本事業の実施に必要な部品の供給及び本施設の運
営への協力を行う。

設計/施工監理 施設の設計及び施工に関する監理を行う。 ○

※1　申請に必要な資料作成支援を行う。

○

○

○

本組合 民間事業者

○

○

○

△※1
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表３-５ 受付業務（運営・維持管理） 

 

 

表３-６ 運転管理業務（運営・維持管理） 

 

 

表３-７ 用役管理業務（運営・維持管理） 

 

 

表３-８ 維持管理業務（運営・維持管理） 

 

 

  

項目 内容

受付 計量棟における受付業務を行う。

プラットホーム内及び構内において搬入車両を誘
導・指示する。

搬入される廃棄物の荷降ろし時に分別等の適切な
指示及び補助を行う。

搬入された廃棄物の性状について、定期的に分
析・管理を行う。

記録・管理
ごみや資源等を搬入・搬出する車両を記録・確認
し、管理する。

○

○

○

○

○

搬入管理

本組合 民間事業者

項目 内容

処理計画に基づき、施設の点検、補修等を考慮し
た運転計画を策定する。

施設の運転操作等に関してのマニュアルを作成す
る。

運転員への教育訓練を行う。

適正運転
関係法令、公害防止条件等を満たすよう施設を運
転する。

運転管理記録の作成・
報告

各施設機器の運転データを記録するとともに、報
告書等を作成し、組合に報告する。

運転計画の作成

○

○

○

○

○

本組合 民間事業者

項目 内容

用役利用計画の作成 処理計画に基づき、用役利用計画を策定する。

用役の確保
用役利用計画に基づき、助燃材、薬剤等を確保す
る。

用役利用記録の作成・
報告

電気、水道等の用役データを記録するとともに、
報告書等を作成し、組合に報告する。

本組合 民間事業者

○

○

○

項目 内容

点検計画及び維持・補
修計画の策定

施設の点検計画を策定する。
機器の維持・補修計画を策定する。

長寿命化総合計画の見
直し

長寿命化総合計画の定期的な見直しを行う。

点検・検査
点検計画により施設の点検・検査（法定点検・自
主点検）を行う。

補修・修繕
維持・補修計画により機器、設備の補修・修繕を
行う。

消耗品、予備品の調
達、管理

運転に必要な、消耗機材、予備品の調達、管理を
行う。

点検・補修記録の作
成・報告

施設の点検・検査、測定結果及び施設の維持・補
修結果を記録するとともに、報告書等を作成し、
組合に報告する。

本組合 民間事業者

○

○

○

○

○

○
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表３-９ 環境管理業務（運営・維持管理）  

 

 

表３-１０ 余熱利用（運営段階） 

 

 

表３-１１ 資源化促進業務、最終処分業務（運営・維持管理） 

 

 

表３-１２ その他（運営段階） 

 

項目 内容

環境保全計画、作業環
境管理計画の作成

環境保全基準の遵守状況の確認に係る環境保全計
画、作業環境管理基準の遵守状況の確認に係る作
業環境管理計画を策定する。

環境保全・作業環境管
理

環境保全、施設の作業環境管理に努める。

環境測定
環境保全計画、作業環境管理計画に基づき、測定
を行う。

環境管理記録の作成・
報告

環境保全、作業環境管理について記録するととも
に、報告書等を作成し、組合に報告する。

本組合 民間事業者

○

○

○

○

項目 内容

余熱利用計画 処理計画に基づき、余熱利用計画を策定する。

発電 余熱を利用して発電を行う。

　売電収入 売電に伴う収入を管理する。

余熱供給 構内利用（給湯等）

余熱利用記録の作成・
報告

売電や余熱供給について記録するとともに、報告
書等を作成し、組合に報告する。

本組合 民間事業者

○

○

○

○

○

項目 内容

焼却残渣の搬出
焼却灰、飛灰処理物等の引き渡しを行う際の構内
での積込み作業。

　運搬 焼却灰、飛灰処理物等の運搬を行う。

　最終処分等
焼却灰、飛灰処理物等の最終処分又は資源化を行
う。

資源の搬出
金属類等の資源物の引き渡しを行う際の構内での
積込み作業。（支援）

資源の売却 資源物の売却を行う。

※1　別途民間事業者に委託する。

本組合 民間事業者

○

○

○※1

○

○

項目 内容

運営事業終了時の引継
業務

運営期間終了時に必要な情報提供、運転指導等を
行う。

清掃業務
構内を常に清掃し、清潔に保つ。
外構、植栽、除草などの維持管理を行う。

安全管理 施設の安全管理・防火管理に努める。

警備 構内の警備を実施する。

生活環境影響調査の事
後調査

必要に応じ、生活環境影響調査の事後調査を実施
する。

運営の監視 運営に係る監視を行う。

※1　別途民間事業者に委託する。

○※1

○

本組合 民間事業者

○

○

○

○
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表３-１３ 共通事項 

 

 

 

図３-１ 本業務の役割分担  

項目 内容

交付金申請手続き 交付金申請を行う。

建設費・維持管理費等
の支払い

民間事業者への委託範囲に対し、相応分の費用の
支払いを行う。

情報管理業務 施設の建設・運営に関するデータを管理する。

住民対応 住民対応を行う。

見学者対応 施設の見学者対応を行う。

※1　申請に必要な資料作成支援を行う。

※2　基本的には本組合が窓口となる。相応の責による負担となる。

※3　見学者対応は事業者主体とするが、行政視察は本組合が対応する。

○※2 ○※2

△
※3 ○

本組合 民間事業者

○ △※1

○

○

受付 売電

積込

積込

受付 積込

受付

受付

破砕可燃物
破砕不燃物

粗大ごみ

不燃ごみ

資源ごみ

外部資源化

可燃ごみ

焼却施設

電気 電力会社

焼却灰 最終処分場

焼却飛灰

紙
類
等

粗大ごみ処理施設

建設予定地外
ストックヤード等

資源化物

処理後資源化物

施設内
コンテナ等

民間事業者 事業範囲

：構成市町

：本組合

：民間事業者

可
燃
ご
み
と
し
て

搬
入
さ
れ
た

不
燃
ご
み

残
渣
等

残
渣
等
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２. 運営期間の検討 

焼却施設の整備・運営事業に係る運営期間の設定においては、図３-２に示すように

施設耐用年数、プラント耐用年数及び大規模修繕の取扱い等が主な検討事項として挙げ

られる。 

運営期間の設定についての考え方は、次のとおりである。 

 

 

図３-２ 事業期間の考え方 

 

①耐用年数と供用年数 

ごみ焼却施設の耐用年数は、これまで一般的に 20 年程度とされていたが、長寿命

化計画等に基づき適切な補修等を行うことで、30 年以上施設を使用するケースが多く

なっている。近年、PPP 手法により発注された施設整備・運営事業では、運営期間は

15 年間～20 年間程度とするものの、30 年間程度の施設の使用を前提とした整備・運

営を行うことを前提としている事例が多い。 

このような実態を考慮し、新ごみ焼却施設等においても、30 年間以上の施設の使用

を視野に入れた運営期間の設定を行うものとする。 

 

出典：廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）、平成 27 年 3 月改定、環境

省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 

 

図３-３ ごみ焼却施設における廃止時の供用年数と施設数 

大規模補修実施

施設運営 10～15年程度
（長期包括運営委託）

施設運営（公営orDBO） 20年間程度

プラント耐用年数 20年間程度 10～15年間程度

施設耐用年数 50年間程度

0 10 20 30 40 50 （年）
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②先行事例における運営期間 

PPP 手法による廃棄物処理事業のうち、最も事例の多い DBO 方式の先行事例（焼却

施設を対象施設に含むものに限る）における運営期間は図３-４に示すとおりである。 

DBO 方式のうち、「15 年間～」には、15 年間（11 件）、15 年数カ月間（3 件）、18 年

間（1 件）、19 年数カ月間（3 件）を含んでおり、「20 年間～」には、20 年間（66 件）、

20 年数カ月間（14 件）、21 年間（1 件）を含んでいるが、そのうち運営期間 20 年間

とする事例が全体の約 65％を占めている。 

 

出典：設置主体のホームページ等公表資料 

 

図３-４ DBO 方式の先行事例における運営期間 

 

➂長期間の供用を見据えた大規模修繕について 

焼却施設の耐用年数は、一般的に 20 年程度とされていたが、建物については 50 年

程度の耐用年数を備えており、各種設備・機器等の日常的保全や機能診断に加え、適

時、適切な方法で更新をすることで施設全体の長寿命化を図ることができる。 

従来は、竣工後、稼働時間を経るとともに腐食、摩耗、閉塞等により劣化が生じ、

定期点検補修等の実施により稼働 12、13 年後は性能低下が軽微であるが、15 年以上

が経過すると老朽化が顕著となるのが一般的であった。長寿命化を行う場合は、定期

点検補修等で性能低下速度を抑制できるほか、施設供用開始から老朽化が顕著となる

施設稼働開始から 15 年～20 年に基幹的設備を更新する延命化対策（大規模修繕）を

行うことで、性能水準の回復と施設の長寿命化を図り、更に 10 年～15 年程度の供用

が可能になると考えられる。（図３-５参照） 

一方、近年の焼却施設では、稼働当初から 30 年間以上の施設稼働を前提とした長



 

23 

期的な点検補修計画に基づき、適切な維持管理を行うことで、稼働後 20 年以上経過

後に延命化対策を予定している事例が多い。15 年間または 20 年間等の運営期間が終

了する段階における施設の状態とその後の稼働予定年数を踏まえ、当初の運営期間終

了後の適切な時期に必要な延命化対策（大規模修繕）を実施する計画とすることで、

延命化対策に係る民間事業者のリスクが小さくなり、事業費へのリスクコストの上乗

せを防止できると考えられる。 

 

 

出典：廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）、平成 27 年 3 月
改定、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 

 

図３-５ 廃棄物処理施設における長寿命化計画のイメージ（性能水準の変化） 

 

④運営期間 

運営期間については、建屋の耐用年数を施設の稼働期間とし、「稼動期間＝運営期

間」と設定した場合には、設備の耐用年数を大きく超えた長期間の契約を締結するこ

とになる。このように運営期間の長期化は、民間事業者においても将来にわたる施設

の維持管理状況等を想定することが難しく、適正な維持管理費用の設定が困難となる

ことから、事業運営の不安定化を招く可能性がある。また、民間事業者としては提案

価格にリスクコストを含まざるを得なくなり、発注者としては割高な契約を締結しな

ければならなくなる可能性がある。 

よって、本事業の運営期間は、施設の長期利用を見据えた修繕計画を踏まえるとと

もに、リスクコストを極力含まない期間とし、20 年間とする。 

ただし、新ごみ焼却施設等は 30 年間以上稼働させることを目指して、補修・維持

管理を行い、運営期間終了後の 2 年間は大きな基幹改良・修繕をしなくてよい状態で

引き渡すこととする。 
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３. 官民のリスク分担の検討 

DBO 方式における官民のリスク分担については、以下に示す「PFI 事業におけるリス

ク分担等に関するガイドライン」の考え方に基づき、前段に示した「本組合と民間事業

者の役割分担」を踏まえて、表３-１４及び表３-１５のとおり設定する。 

なお、公設公営方式については、原則として、全て本組合の責任となる。 

 

リスク分担の基本的留意点 

（「PFI 事業におけるリスク分担等に関するガイドライン（H13.1.22）」より抜粋） 

 

『選定事業のリスク分担については、想定されるリスクをできる限り明確化した上で、「リスクを

最もよく管理することができる者が当該リスクを分担する」との考え方に基づいて協定等で取り

決めることに留意する必要がある。』 

 

『（3）リスクを分担する者  

  公共施設等の管理者等と選定事業者のいずれかが、 

  (イ)リスクの顕在化をより小さな費用で防ぎ得る対応能力 

  (ロ)リスクが顕在化するおそれが高い場合に追加的支出を極力小さくし得る対応能力 

  を有しているかを検討し、かつリスクが顕在化する場合のその責めに帰すべき事由の有無 

  に応じて、リスクを分担する者を検討する。』 
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表３-１４ リスク分担（1/2） 

 

  

段階
リスクの

種類
リスクの内容 本組合

民間

事業者

計画変更 事業計画の変更及び入札説明書等の誤りに関するもの ○

事業の実施に必要な資金調達に関するもの ○

補助金、交付金の見込み違いによるもの ○

民間事業者の事由により予定していた補助金、交付金が交付されないもの、また
は補助金、交付金の交付が遅延し、事業の解除・遅延が発生するもの

○

その他の事由により予定していた補助金、交付金が交付されないもの、または補
助金、交付金の交付が遅延し、事業の解除・遅延等が発生するリスク

○

本組合の事由により、民間事業者と契約が結べない、又は契約手続きに時間を要
する場合

○

民間事業者の事由により、本組合と契約が結べない、又は契約手続きに時間を要
する場合

○

政策変更 本組合に関わる政策の変更（事業に直接的影響を及ぼすもの） ○

事業に直接影響を及ぼす法令等の新設・変更 ○

上記以外の法令等の新設・変更 ○

本組合が取得すべき許認可の遅延に関するもの ○

民間事業者が取得すべき許認可の取得に関するもの ○

施設の調査・工事・運営による騒音・振動・地盤沈下等による場合 ○

民間事業者が善良な管理者としての注意義務を怠ったことによる損害の場合 ○

事業内容等、事業そのものに関する住民反対運動、訴訟 ○

民間事業者が行う調査・設計・工事・維持管理・運営に関わる住民反対運動、訴
訟

○

周辺環境の保全 民間事業者の業務に起因する環境の破壊 ○

本組合による債務不履行 ○

民間事業者による債務不履行 ○

事業破綻 民間事業者の財務に関するもの ○

土地の瑕疵 土壌・地下水汚染等、土地の瑕疵に関するもの ○

開業前の物価変動 ○ △

開業後の物価変動 ○ △

金利変動 金利変動 ○

技術革新による
陳腐化

提案システムが供用中に技術的に陳腐化した場合 ○ △

不可抗力
天災・暴動等自然的又は人為的な事業のうち、通常の予見可能な範囲を超えるも
の

○ △

凡例）　〇：主分担　△：副分担（一定程度までは分担する）

第三者賠償

住民対応

債務不履行

物価変動

共通

資金調達

契約締結

法令等変更
（税制変更含）

許認可取得
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表３-１５ リスク分担（2/2） 

 

  

段階
リスクの

種類
リスクの内容 本組合

民間

事業者

本組合が実施した測量・調査に関するもの ○

民間事業者が実施した測量・調査に関するもの ○

本組合の指示の不備、変更によるもの ○

民間事業者の判断の不備によるもの ○

応募 提案書作成の費用負担 ○

用地取得 当該事業用地の確保に関するもの ○

本組合に起因する工事遅延によるもの ○

民間事業者に起因する工事遅延によるもの ○

本組合の指示による工事費の増大 ○

上記以外（ただし、不可抗力による場合は除く）の工事費の増大 ○

施工管理
（工事による一

般的損害）
施工管理に関するもの、工事目的物・材料・他関連工事に関して生じた損害 ○

要求水準の未達 要求水準の未達（施工不良を含む） ○

施設損傷 工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害 ○

支払い遅延・
不能

本組合の支払い遅延・不能に関するもの ○

ごみ量変動 計画した廃棄物量が確保できない ○ △

ごみ質変動 計画した廃棄物質が確保できない ○ △

ごみの搬入管理において、民間の事業者が善良な管理者としての注意を怠ったこ
とによる損害の場合

○

上記以外 ○

本組合の指示等による運営・維持管理費の増大 ○

上記以外（ただし、不可抗力による場合は除く）の要因による運営・維持管理費
の増大（物価変動によるものは除く）

○

電力会社の買電単価変更による発電収入の変動 ○

民間事業者の事由による売電収入の変動 ○

ごみ量・ごみ質の変動による売電収入の変動 ○

本組合及び第三者に起因する事故及び火災等災害による施設の損傷（民間事業者
の管理不備の場合を除く）

○

民間事業者に起因する事故及び火災等災害等による施設の損傷 ○

要求水準の未達 要求水準の未達（施工不良を含む） ○

施設の健全性 事業期間満了時における要求水準の保持 ○

終了手続き
終了手続きに伴う諸経費の発生に関するもの、事業会社の清算手続きに伴う評価
損益等

○

凡例）　〇：主分担　△：副分担（一定程度までは分担する）

計画
測量

測量・調査

設計変更

終了時

建設

完工

建設費超過

運営

搬入管理

運営費上昇

施設損傷

発電収入の変動
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４. 事業形態について 

DBO 方式に適用可能な事業形態は、運営時の事業収入構造によって、サービス購入型、

独立採算型、混合型の 3 つに分類される。これらの事業形態の概要を図３-６に示す。 

一般廃棄物処理事業においては、ごみの有料化や処理手数料による収入は事業に要す

る費用の一部にすぎず、独立採算型の成立は困難である。さらに、一般廃棄物処理事業

は公共性が高い事業であることから、同種事業では一般的に公共が委託料を支払うサー

ビス購入型が適用されている。これらを踏まえ、本事業においても、事業形態はサービ

ス購入型を採用する。 

 

 

図３-６ 事業形態の概要 

  

◆サービス購⼊型

サービス提供

例︓図書館、公⽴学校、学校給⾷センター、⼀般廃棄物処理施設等

◆独⽴採算型

サービス提供

料⾦⽀払い

例︓駐⾞場、公共関与産廃処理施設、⾼齢者福祉施設等

◆混合型（サービス購⼊型＋独⽴採算型）

サービス提供

料⾦⽀払い

例︓健康増進施設等の利⽤料⾦収⼊が発⽣する施設

⺠間事業者のコストが、公共から⽀払われるサービス購⼊料により全額回収される類型

⺠間事業者のコストが、利⽤料⾦収⼊等の受益者からの⽀払いにより全額回収される類型

⺠間事業者のコストが、公共から⽀払われるサービス購⼊料と、利⽤料⾦収⼊等の受益者から
の⽀払いにより回収される類型

公共 ⺠間事業者 利⽤者

利⽤者⺠間事業者公共

事業契約

事業契約

事業契約

サービス購⼊料
の⽀払い

公共 ⺠間事業者 利⽤者サービス購⼊料
の⽀払い
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５. SPC について 

本事業の対象業務は多岐にわたることから、DBO 方式により実施する場合には、複数

の企業で構成されたコンソーシアム（共同事業体）によって事業を実施することになる

と考えられる。 

事業者の責任の所在を明確にするため、株主の経営状況等と本事業の事業運営を切り

離すことにより、長期にわたる事業期間内も安定して事業が遂行できるよう、SPC を設

立し、事業を実施することが望ましいと考えられる。 

SPC の設置、非設置に係る比較表は表３-１６に示すとおりである。 

 

表３-１６ SPC 設置及び SPC 非設置の比較表 

項目 SPC 設置 SPC 非設置 

コスト 

△SPC 会社維持のためのコスト（資本

金、登録免許税、事業所経費等）が

必要。 

○SPC 会社を設立しないため、コスト

は必要ない。 

事務手続き等 
△SPC の設立の手続きに時間を要す

る。 
- 

倒産 

リスク 

○業務期間において、親会社が倒産

等の事態に陥った場合でも、親会

社が所有する SPC の株式を第三者

へ譲渡することにより、事業契約

を継続することが可能。 

△事業者の経営状況等と本事業を切

り離すことができないため、20 年

間程度の長い業務期間において、

事業者が倒産等の事態に陥った場

合、公共は事業契約で定められた

サービスの提供が受けられなくな

る可能性がある。 

税金 

○SPC の本店所在地を本組合内に定

めることにより、SPC の得た営業利

益の一部が法人住民税として本店

所在自治体に収められる。 

- 

財務モニタリ

ング 

○SPC 会社の財務諸表等でモニタリ

ング可能。 

△該当事業のみのモニタリングが不

可能。 

 

表３-１６のとおり、SPC 設置・非設置にはメリット、デメリットが存在する。 

コスト面では、SPC を設置する場合、SPC 非設置と比較し事業費は増加するものの、

SPC は当該事業の運営業務等を行うために設立される会社であり、他事業を実施しない

こと、財務的に親会社から独立しているため親会社の経営状況の影響を受けないこと等

から、SPC の設置による事業期間内に渡った事業運営の安定性は高いと言える。 

ごみ処理は、長期にわたって停止することはできないことから、本事業においてもご

み処理の安定性及び事業運営の安定性を考慮して、SPC による事業実施を前提とする。 

なお、DBO 方式の場合、PFI 方式とは異なり、民間事業者が施設整備費等の資金調達

を行わないことから、基本的に SPC に対する市中金融機関による財務モニタリングが行

われない。そのため、事業に係る SPC の財務モニタリングは、民間事業者によるセルフ

モニタリング及び発注者である本組合によるモニタリングにより行っていくことに留

意することが必要である。 
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６. 概略事業スキーム 

これまでの検討を踏まえ、想定される概略事業スキームは図３-７、図３-８及び本事

業の概要は表３-１７に示すとおりである。 

 

 

図３-７ 概略事業スキーム（公設公営方式） 

 

 

図３-８ 概略事業スキーム（DBO 方式） 

 

表３-１７ 本事業の概要（設定） 

項目 内容 

本組合と民間事

業者の役割分担 

受付業務 民間事業者の役割とする 

副生成物 
本組合の役割とする（焼却灰、飛灰、資源

物及び処理不適物の運搬・資源化・処分） 

売電収入の帰属 本組合の帰属とする 

事業期間の検討 運営期間 20 年間とする 

リスク分担 表３-１４及び表３-１５リスク分担のとおり 

SPC について SPC による事業実施を前提とする 

  

【建設事業者】
■設計会社
■建設会社
■プラントメーカー

本組合

■運転業者 ■プラントメーカー

建設工事

請負契約
施設

設計・建設

施設整備費

支払

運営業務委託契約

（毎年度契約）
サービス提供

（施設運転管理）

運転業務委託料

支払

補修工事請負契約

（補修工事時）

【運転管理会社】

本組合

（共同事業体）
コンソーシアム

SPC
（特別目的会社）

■運営事業者■維持管理事業者

【建設事業者】

■設計会社

■建設会社

■プラントメーカー

建設工事請負契約

施設

設計・建設

施設整備費

支払

運営業務委託契約

サービス提供

（施設運転・維持管理）

運転業務委託料

支払

出資・設立

配当

補修工事請負契約 運転管理契約
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第４章 アンケート調査 

１. アンケート調査の概要 

(１) アンケート調査の目的 

VFM に関するガイドライン（平成 30 年 10 月 23 日・内閣府）（以下、「VFM ガイドライ

ン」という。）では、「（民間事業者が当該事業を行う場合の費用の）積み上げに当たって

は、コンサルタント等の活用や類似事業に関する実態調査や市場調査を行う等して、算

出根拠を明確にした上で算出することが必要である。」と記載されている。 

本調査においても、VFM に関するガイドラインの考えと同様に、民間事業者の意向等

を把握すること及び算出根拠の明確化のために事業全体を通じて発生する事業費等に

ついてアンケート調査（市場調査）を実施することが有効であると考えられる。 

以上のことより、本組合が令和 3 年度に策定している「新ごみ焼却施設等整備基本計

画」（以下、「施設基本計画」という。）とあわせてアンケート調査を行った。アンケート

調査では、以下に示すような事項を把握することを目的として調査を行った。 

① 本事業に対する民間事業者の参入意向 

② VFM 算定（経済性検討）のための基礎情報 

③ 民間事業者の要望等 

 

(２) アンケート調査の依頼先 

アンケート調査を依頼した民間事業者については、施設基本計画に記載のとおりであ

る。 

なお、意向調査の依頼を行った 6 社のうち、2 社よりアンケート調査の回答を得た。 

 

(３) アンケート調査の流れ及び内容 

アンケート調査は、電子メールにより配布し、表４-１のとおり実施した。 

 

表４-１ 調査手順 

※詳細は、施設基本計画のとおり 

  

項目 内容 

意向調査 
調査開始日 令和 2 年 9 月 30 日（水） 

提出日 令和 2 年 10 月 7 日（水） 

アンケート調査 
調査開始日 令和 2 年 10 月 8 日（木） 

提出日 令和 2 年 12 月 8 日（火） 
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(４) アンケート調査項目 

アンケート調査項目とその内容は表４-２に示すとおりである。 

 

表４-２ 調査項目と内容 

 

２. アンケート調査結果 

アンケート調査にて民間事業者より提出された回答を表４-３～表４-５に示す。 

 

 

 

 

 

  

調査項目 質問内容 

本事業への参入意思 本事業への参入の意思はあるか 

処理方式に
ついて 

希望する処理方式 
本事業を実施する場合に希望する処理方式は何
か 

処理可能な下水汚泥量 
本事業を実施する場合の、下水汚泥の処理可能
量について 

事業条件 
関連 

希望する事業方式 
参入を希望する事業方式及び参入希望順位は何
か 

役割分担 
本事業を実施する場合、役割分担の見直し希望
事項について 

リスク分担 
本事業を実施する場合、リスク分担の見直し希
望事項について 

その他の希望条件 本事業の事業内容について意見はあるか 

更なる効率化 
本事業を更に効率的に実施するような提案はあ
るか 

事業費関連 

施設整備費 施設整備費はどの程度見込まれるか 

運営費 
運営期間（20 年間）の運営費はどの程度見込ま
れるか 

人員配置計画 事業方式ごとの人員配置はどのようになるか 

事業費縮減項目 
経費縮減が見込める項目にはどのようなものが
あるか 

SPC 維持費・ 
収益率（E-IRR） 

本事業を実施する場合、SPC の維持管理費はどの
程度見込まれるか 
また本事業を実施する場合、最低限保障すべき
と考える収益率はどの程度であると考えるか 
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表４-３ アンケート調査に対する回答及び理由（1/3） 

参
加
意
思 

〈質問〉本事業への参加意思「非常にある」「ある」「なし」 

〈回答〉 

非常にある：2 社 

ある   ：0 社 

なし   ：0 社 

・計画上汚泥混焼量が多く、弊社の持つ旋回型流動床炉の採用が最適であると判断し

たため。 

・弊社は流動床式焼却炉で豊富な実績を持ち、6MPa×450℃の高効率ボイラを導入した

施設（流動床式）の運営実績を持つ国内唯一のメーカーでもあります。 

・弊社のノウハウを活かすことで、汚泥混焼率が高いという組合様の課題を解決し、さ

らにエネルギー回収など様々な点でメリットをお示しできると考え、参入を希望致

します。 

処
理
方
式
に
つ
い
て 

〈質問〉本事業を実施する場合に希望する処理方式 

〈回答〉 

・ストーカ式焼却炉：0 社 

・流動床式焼却炉 ：2 社 

〈理由〉 

・泥の混焼率が高く、建設予定地広さにも余裕がない条件から、炉形状が竪型で、汚泥

混焼において豊富な実績を有する流動床式焼却炉での参入を希望します。 

・流動床式焼却炉は、流動砂の旋回流（撹拌・混合）と保有熱（乾燥）によって、汚泥

の前処理（乾燥・脱水）工程が不要で、汚泥の量・質の変動に対し、常に安定した汚

泥混焼を実現することができます。また、汚泥専焼炉としても採用されており、汚泥

の混焼処理に適した処理方式であると考えます。 

・（優れた汚泥焼却能力）流動床式焼却炉は、下水汚泥の焼却に用いられていた技術を

一般廃棄物の処理に応用したものであり、汚泥混焼率の多い組合様に最適の処理方

式と考えられるため、推奨致します。汚泥混焼の実績も豊富で、現在稼働中の流動床

式焼却炉のうち 8 施設で汚泥混焼を実施中であり、混焼率が 15％超の高い比率での

混焼実績もございます。流動床式焼却炉は汚泥を高温の砂と撹拌して焼却するため

水分量の多い汚泥でも乾燥機なしで混焼することが可能です。一方ストーカ方式で

は、汚泥混焼率が高くなると汚泥乾燥機を使用する必要があり設置費用がかかるだ

けでなく、電気・燃料も多く消費することが予想されます。※流動床式ガス化溶融炉

でも 10 施設で汚泥混焼を実施 

・（幅広いごみ焼却性能）流動床式焼却炉は、汚泥のような水分の多いごみだけでなく、

プラスチックのような高カロリーのごみも焼却可能で、将来ごみ質に変動が起こっ

た場合でも、柔軟に対応することが可能です。 

・（高温高圧ボイラ - 適応能力に優れ、高いエネルギー回収率を実現）流動床式焼却

炉では、炉内の砂中に含まれる Ca 分などがごみ中の Cl 分と 結合するため、排ガ

ス中の Cl 分がストーカ式焼却炉に比べて少なくなり、4MPa×400℃を超える蒸気条

件でのボイラを設置した場合にも腐食防止のための特殊材をスーパーヒータに使用

することなく対応可能です。これにより維持補修コストを過剰に増やすことなく、売

電収入を大幅に増加させ、組合様の財政負担減少に寄与することが可能になります。 

・（優れたマテリアルリサイクル性能）流動床炉の炉床からは鉄、アルミ等の金属が未

酸化の状態で回収され、リサイクルすることが可能です。このようなマテリアルリサ

イクルの観点から、鯖江市様の推進する「めがねのまちさばえの SDGs」の実現に貢

献致します。 

・（地震発生時の安全性）予定地を含む福井平野には断層帯が存在し、国立研究開発法

人防災科学技術研究所によると 30 年以内に震度 5 弱以上の地震が発生する確率は

94.1％と予測されています。流動床式焼却炉はストーカ方式と異なり、炉内にごみが

長時間滞留しない構造のため、万一の緊急停止時にも有害ガスが発生しない災害に

強い強靭な施設です。    
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表４-４ アンケート調査に対する回答及び理由（2/3） 

事
業
条
件
関
連 

〈質問〉希望する事業方式 

<回答> 

2 社とも 1 位 DBO 方式、2 位公設公営方式 

<理由> 

・DBO 方式(運営 20 年)を採用していただくことで、弊社の旋回型流動床炉を、より安

全安心で経済的な運転管理を実現しうると考えたため。 

・DBO 方式では、事業者の自由度が高いため弊社に蓄積されているノウハウを発揮した

創意工夫が可能であり、また、スムーズに建設から維持管理へ移行できることから、

第一希望と致しました。公設公営についても、多くの施設で運営実績がありますので

参入を希望致します。 

〈質問〉 

 役割分担について見直しを希望する項目 

〈回答〉 

・なし 

〈質問〉 

 リスク分担について見直しを希望する項目 

〈回答〉 

・なし 

〈質問〉 

 その他の質問関与条件 

〈回答〉 

SPC の設立について 

・SPC の設立については任意として頂けますでしょうか。 

売電収入の帰属先及びインセンティブについて 

・売電収入の帰属先としては事業者 100%が良いと考えます。帰属先を組合殿 100％と

する場合には、何らかのインセンティブが必要かと考えます。 

・売電収入の帰属先及びインセンティブの有無はいずれでも対応可能です。 

委託費の平準化について 

・必要な点検・補修は適宜実施しつつも、委託費の平準化に努めて参ります。 

その他 

・現状の施設規模（49t/日･炉×2 炉）で、31,440t/年を処理するためには、1 炉あたり

の年間稼働日数が 320 日/年必要であり、全都清の 280 日/年を大幅に上回り、点検

整備の確保にかなりの負担がかかるだけでなく、調整稼働率 96％を見込むこともで

きないため、故障等で炉が停止した場合のリスク回避もできません。365 日-320 日

の計算で、年間 45 日で法定点検や機器点検整備、発電設備の安全管理審査を実施す

る計画を立案しますが、施設稼働後 40 年程度の使用を想定されているのであれば、

稼働後 20 年以内に更新する設備や機器も出てくると思われ、その工事期間はごみを

外部搬出しなくてはならない状況も予想されます。可燃ごみ、下水汚泥の受入量はな

るべく少なく設定頂けたら幸甚です。 

〈質問〉 

 さらなる効率化について考えられる事項 

〈回答〉 

・今後、具体的に検討を進めていく上で、事業の効率化に繋がる提案を行っていきたく

存じます。特に、弊社は福井県内に主たるアフターサービス拠点を有する唯一のプラ

ントメーカーであることから、これを活かした効率化に関する提案を検討も進めて

参ります。    
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表４-５ アンケート調査に対する回答及び理由（3/3） 

事
業
費
関
連 

〈質問〉 

 施設整備費・運営費について 

〈回答〉 

第５章に示すとおり 

〈質問〉 

人員配置計画について 

〈回答〉 

公設公営方式 

焼却施設：37 人、粗大ごみ処理施設：9.5 人 

DBO 方式 

焼却施設：35 人、粗大ごみ処理施設：9.5 人 

〈質問〉 

事業費削減項目について 

<回答> 

メンテナンス費 

・建設した事業者が運営も行い、性能発注として頂けることで、機器メンテナンス周期

を最大限とした計画が立案でき、長期的に事業費削減に寄与すると考えます。 

点検・検査費、補修費 

・公設公営を単年度ごとの契約とみなした場合、長期で委託頂ける場合には、点検・補

修のタイミングを最適化することで、点検・検査費、補修費の低減を図ることが可能

となります。 

薬剤費 

・薬剤を他施設とまとめて調達することで、薬剤費の低減を図ることが可能となりま

す。ただし、薬剤費の低減は納入元との協議を実施しなければ具体的に算出すること

が困難であるため、今回のアンケート調査では公設公営・DBO とも同額としておりま

す。 

売電量 

・売電量をご評価いただくことで、事業者の売電量を最大にする取組意欲を高めるこ

とが出来るととともに、組合様の収入の最大化が図れます。 

〈質問〉 

 本事業における、SCP 維持費及び最低限保障すべき E-IRR と出資金について。 

〈回答〉 

第５章に示すとおり 
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第５章 経済性検討 

１. VFM の考え方と算定手順 

(１) VFM の考え方 

VFM（Value for Money）とは、支払いに対するサービスの価値のことで、公設公営方

式にて事業を実施した際の事業期間全体を通じた公的財政負担見込み額（PSC）と DBO 方

式により事業を実施した際の事業期間全体を通じた公的財政負担見込み額（LCC）の比

較を下記の式より算出したものである。 

 

   




 


PSC

LCCPSC
VFM

 

 

VFM については「VFM に関するガイドライン」において次のように述べられている。 

 

 

 

VFM がある場合、公共がサービスを直接提供するよりも、民間にゆだねた方が効率的

であると言える。同一の公共サービス水準の下で評価する場合、VFM が大きいほど、コ

スト縮減効果が期待できることとなる。図５-１に VFM の概念図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５-１ VFM の概念図  

「VFM」（Value For Money）とは、一般に、「支払に対して最も価値の高いサービス

を供給する」という考え方である。同一の目的を有する 2 つの事業を比較する場合、

支払に対して価値の高いサービスを供給する方を他に対し「VFM がある」といい、残

りの一方を他に対し「VFM がない」という。 

DBO方式（LCC）従来方式（PSC）

維持管理・
運営費

その他
（金利、間接コス
ト、リスクコスト

等）

事
業
期
間
を
通
じ
た
公
的
財
政
負
担
額

事
業
期
間
を
通
じ
た
公
的
財
政
負
担
額

施設設備費施設設備費

その他
（金利、税金等）

SPC利益

維持管理・
運営費

VFM
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本調査においては、 

 

PSC（Public  Sector  Comparator） 

 ： 公設公営方式の場合の事業期間全体における本組合の負担額（現在価値） 

 

LCC（Life  Cycle  Cost） 

 ： DBO 方式の場合の事業期間全体における本組合の負担額（現在価値） 

 

として、VFM を算定する。 

 

(２) VFM の算定手順 

VFM の算定手順は図５-２に示すとおりである。 

 

 

 

図５-２ VFM の算定手順 

 

  

前提条件の整理

VFMの算定

事業費に係る前提条件の設定
（施設整備費、用役費、維持管理費、人件費等）

PSCの算出

LCCの算出

VFMの算出

その他の前提条件の設定
（現在価値への割引率、税金等）
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(３) VFM の算定 

1) 事業費に係る前提条件の設定 

新ごみ焼却施設（新汚泥処理施設含む）及び新粗大ごみ処理施設の整備費及び運営費、

SPC に係る費用は、表５-１のとおり設定する。表５-１に示す施設整備費は、施設基本

計画と同等、運営・維持管理費は原則としてアンケート調査回答を基に算出した。 

 

表５-１ 新ごみ焼却施設及び新粗大ごみ処理施設の建設費及び運営費等 

 

 

 

  

項目 公設公営方式 DBO方式

施設整備費 13,270,000 13,270,000

運営・維持管理費 16,110,646 15,444,275

燃料、薬剤、光熱水費等 835,088 835,088

人件費 5,972,252 5,675,252

維持管理・補修費 8,298,944 7,929,574

電気等の基本料金 317,984 317,984

その他費用 686,378 686,378

SPC設立費 2,750

SPC維持管理費 35,200

保険料 2,860

合計 29,380,646 28,755,085

（単位：千円、税込み）
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2) その他の前提条件の設定 

①E-IRR※a（＝自己資本に対する内部収益率）の設定 

VFM ガイドラインでは、LCC の算定にあたって、民間事業者の損益計画、資金収支

計画等を想定し計算すること及び民間事業者が求める適正な利益、配当を織り込む必

要があることに留意することとされている。 

具体的に収益性を表す指標として、民間事業者の出資金等に対する収益性・投資利

回り（Equity Internal Rate of Return 投資利回り）を示す EIRR（内部収益率）が

挙げられる。 

E-IRR は、一般的に 5％～15％の範囲とされているが、対象となる事業内容によっ

てリスク等は異なることから、適正な E-IRRの目安も異なる。リスクの高い事業ほど、

E-IRR は大きくなる傾向にあるが、公共が発注する一般廃棄物処理事業は低リスクの

事業であり、概ね 3％程度で設定されていることが多い。 

今回のアンケート調査結果では、最低限確保すべき E-IRR は 5％～10％程度との回

答であったが、本調査のシミュレーションにおいては、一般廃棄物処理事業が低リス

ク事業であることを踏まえ、E-IRR4％を事業成立の条件として設定した。 

 

※a 

E-IRR（Equity Internal Rate of Return）：出資金内部収益率 

出資者にとっての投資採算性を計る指標。一般的には、出資金と元利返済後の当期利益

（出資者への配当額）の現在価値※1 の合計が等しくなるような割引率※2 と定義されて

いる。 

 

   

 

※1 現在価値とは、例えば 1 年後の 100 円は、現在の価値では 96 円とする考え方。96

円を利率 4％で運用した場合、1 年後の将来価値は 100 円になるということの裏返しであ

り、このときの利率を割引率という。 

※2 割引率とは、将来発生する収入等の価値が、現在の時点でいくらになるかを算出す

る際に換算する（割り引く）「割合」（1 年あたりの割合）のこと。 
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②リスク調整費の設定 

VFM ガイドラインでは、民間事業において事業に伴うあるリスクが事業者負担とな

っている場合、一般に、当該リスクを負担する代償としてそれに見合う対価が事業の

コストに含まれているとされている。これらのリスクは、公共部門が自ら当該事業を

実施する場合は、公共部門が負うものであるから、PSC においても、それに対応する

リスクを公共セクターが負うリスクとして計算し、加えることが必要である。 

リスク調整の方法としては、まず調整すべきリスクを特定化し、次に特定したリス

クの定量化を行うという手順で行うことになる。リスクの特定化方法、リスクの定量

化方法については、VFM ガイドラインにおいて、以下のように記述されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪調整すべきリスクの特定≫ 

・リスクを PSC に算入する場合、まず、算入するリスクを特定することが必要である。リ

スクとしてどのようなものがあるかについては、「PFI 事業におけるリスク分担等に関

するガイドライン」に整理されている。そのリスクの中から、PSC に算入すべきリスク

を特定する。 

・特定されたリスクについては、それぞれできる限り定量化して、これを PSC に算入す

べきである。しかし、リスクの定量化は非常に難しいため、VFM に対し影響度の大き

いリスクを中心に定量化を行うこともやむを得ないと考えられる。この場合、PSC に

算入されていないリスクがあることに留意する必要がある。 

 
(「VFM に関するガイドライン」を基に作成) 

≪リスクの定量化≫ 

・PSC に算入するリスクの定量化とは、その事業を公共セクターが実施する場合に、公

共セクターが負うであろう金銭的負担の期待値ということができる。すなわち、ある

リスクについて、それが発生したときに公共部門が負うであろう財政負担とその発生

確率の積で表される。 

・あるリスクについて、財政負担が発生した場合の負担額とその発生確率は、リスクの

種類や事業の置かれた状況等によってさまざまであり、「VFM に関するガイドライン」

においてその指標を統一的に示すのは困難である。それぞれの公共施設等の管理者等

において、その経験や意向調査等によって得られたデータ等を基に想定することが適

当である。 

・保険料の見積もりをリスクの定量化に用いることも可能である。あるリスクについて、

これを適切にカバーするために保険契約を結ぶことが可能である場合、どの程度の保

険料を必要とするかという額で定量化するものである。 

 
(「VFM に関するガイドライン」を基に作成) 
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本組合においても、本事業を PPP 手法で実施する場合は、本組合が直接実施する場

合に本組合が負担するリスクの一部を民間事業者に移転することになる。このため、

移転するリスクを定量化した上で財政負担の見込額に加算することが望ましいが、現

実的にはデータになりうる実績数が少ないため十分な根拠に基づく定量化は困難で

ある。 

そこで、移転されるリスクの特定化を行うとともに、アンケート調査結果より DBO

方式の際に見込んでいる保険料相当額を公設公営方式におけるリスク調整費として

見込み、VFM 検討を行うこととする。 

なお、本事業において民間事業者に移転されるリスクとしては、主に表５-２に示

すリスクが考えられる。これらのリスクを民間事業者に移転することにより、民間事

業者のノウハウを活かした事業リスクの管理強化及び低減が図られ、公共サービスの

質的向上に資することになると考えられる。 

 

表５-２ 本事業において民間事業者に移転される主な事業リスク 

※各リスクは、帰責の事由に応じて民間事業者に移転される。 

 

③現在価値化の設定 

民間資金の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針

（平成 30 年 10 月 23 日閣議決定）（以下、「基本方針」という。）では、公的財政負担

の見込み額の算定に当たっては、財政上の支援に係る支出、民間事業者からの税収そ

の他の収入等が現実に見込まれる場合においてこれらを調整する等適切な調整を行

って、将来の費用（費用の変動に係るリスクをできる限り合理的な方法で勘案したも

のとする。）と見込まれる公的財政負担の総額を算出のうえ、これらを現在価値に換

算することにより評価することとされている。 

現在価値とは、想定される期間の総費用を現在の価値に換算したものであり、一定

期間の長期金利等の推移を基にして設定した割引率を用いて換算する。例えば、現在

の 10 億円と 10 年後の 10 億円とでは、現時点ではその価値が異なることから、10 年

後の 10 億円をその間の運用やインフレ率等を勘案して現在時点の価値に割戻し換算

する考え方である。 

本調査においても、公的財政負担の総額を現在価値に換算した上で評価を行うこと

とする。現在価値を求める際に必要となる割引率については、リスクフリーレート（無

リスクで運用できる金融商品の利回り）を用いることが適当であるとされている。そ

段階 リスクの種類 

共通 許認可取得リスク、第三者賠償リスク、周辺環境の保全リスク 

計画設計 
測量・調査リスク（民間事業者が自ら実施したものに限る）、 
設計変更リスク 

建設 完工リスク、建設費超過リスク、要求水準未達リスク、施設損傷リスク 

運営 
搬入管理リスク、運営費上昇リスク、施設損傷リスク、 
要求水準未達リスク 

終了時 施設の健全性リスク 
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こで、長期国債利回りの過去 20 年間の平均値から、割引率は 1.0％と設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④その他の前提条件 

VFM の算定に用いる本組合の負担額には、表５-１に示した整備費、運営・維持管理

費及び SPC 関連費用（民間事業者への支払いに含まれる費用）のほか、施工監理や公

共人件費、税金等についても考慮する必要があることから、上記①～③を踏まえ、本

事業に係る前提条件を表５-３及び表５-４のとおり設定する。 

 

  

現在価値とは・・・ 

 

例①：現在手元にある 100 万円を年率 3％の銀行預金に預ければ、1 年後に 103 万円にな

る。つまり現在の 100 万円は、1 年後の 103 万円に等しい価値があると考える。 

例②：物価が 10 年で 4％上昇すると仮定した場合、10 年後の 100 万円では、現在の 96 万

円と等しい価値しかないと考える。 

現在価値＝ｔ年後の単純合計／（１＋ｒ）
ｔ

　　　　　　　　　　ｔ：年数，ｒ：割引率

現在価値

１年目 ２年目 ・・・・・・・・ ｔ年目 10年後の単純合計＝10億円、割引率４％

現在価値＝10億円／（１＋0.04）10

　　　　＝6.8億円

割引率が大きくなるほど、ｔ年後の価値を
現在価値換算した値は小さくなる。

単純合計
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表５-３ 本事業に係る前提条件 

 

（税込み）

公設公営方式 DBO方式

143,000千円 149,600千円

33,000千円 39,600千円 設定値

110,000千円 110,000千円 設定値

13,270,000千円 13,270,000千円

11,270,000千円 11,270,000千円 施設基本計画より

新粗大ごみ処理施設 2,000,000千円 2,000,000千円 施設基本計画より

2,750千円

2,750千円 アンケート調査回答平均値

0千円 見込まない

13,413,000千円 13,422,350千円

13,270,000千円 13,336,000千円

13,270,000千円 13,270,000千円

1,659,300千円 1,659,300千円

2,838,132千円 2,838,132千円

6,602,010千円 6,602,010千円

1,077,750千円 1,077,750千円

1,092,808千円 1,092,808千円

66,000千円

SPC資本金 66,000千円 アンケート調査回答平均値

16,110,646千円 15,548,335千円

0 3,300千円/年

3,300千円/年 設定値

16,110,646千円 15,482,335千円

16,110,646千円 15,444,275千円

835,088千円 835,088千円

人件費 5,972,252千円 5,675,252千円

8,298,944千円 7,929,574千円

317,984千円 317,984千円

686,378千円 686,378千円

35,200千円 アンケート調査回答平均値

保険料 2,860千円 アンケート調査回答平均値

公共人件費

38,500千円/年 38,500千円/年

5人 5人 7,000千円/年

30,800千円/年 15,400千円/年

4人 2人

216,000千円 216,000千円 設定値

80,000千円 80,000千円 設定値※初年度60,000千円

施設使用料・手数料

売電収入

アンケート調査回答平均値

SPC維持管理費

建設期間中

運営期間中

民間財源

運営・維持管理段階

コンサルタント委託費

運営・モニタリング

運営費

新ごみ焼却施設等

燃料、薬剤、光熱水費等

維持管理・補修費

電気等の基本料金

その他費用

施設整備費等　合計

資金調達

起債（補助事業債）

起債（単独事業債）

一般財源

新ごみ焼却施設（新汚泥処理施設含む）

SPC関連

SPC設立費

SPC経費

公的財源（新ごみ焼却施設等）

項目 備考
設定値

施設整備段階

コンサルタント委託費

発注支援/アドバイザリー業務

施工監理業務

建設費

交付金（1/2）

交付金（1/3）
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表５-４ 本事業に係る前提条件 

 

 

 

  

公設公営方式 DBO方式

0% 0% 見込まない

1% 1% 国債利回りから設定

5年
残存価値0％、
SPC設立費が該当

1/2（高効率エネルギー

回収に必要な設備）

1/3（高効率エネルギー

回収に必要な設備を除く）

1/2（高効率エネルギー

回収に必要な設備）

1/3（高効率エネルギー

回収に必要な設備を除く）

循環型社会形成推進交付
金

35年以内

（うち据置5年以内）

35年以内

（うち据置5年以内）
組合債

0.50% 0.50% 組合債

50% 50%

30% 30%

資本金 66,000千円 アンケート調査回答平均値

E-IRR 4.00% 設定値

法人所得税（国税） 23% 23.2%

法人県民税（均等割） 130,000円 50千円

法人県民税（法人税割） 1.0% 1.0%

法人市民税（均等割） 49千円 156千円

法人市民税（法人税割） 8.4% 8.4%

法人事業税（県税・所得割） 7.0% 7.0%

地方法人税（国税） 10.3% 10.3%

※物価変動は、将来的な変動の予測が困難であることから、近年の動向を踏まえて見込まないこととする。

物価変動率※

現在価値への割引率

項目

国、福井県、鯖江市が
定める税率等

SPC関係 

繰延資産の減価償却期間

交付金

起債償還期間

交付税措置（単独事業分）

交付税措置（補助事業分）

起債金利

設定値
備考
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２. VFM の算定結果 

以上を踏まえ、VFM を算定した結果は表５-５に示すとおりである。 

 

表５-５ VFM 算定結果 

 

 

  

交付金 4,497,432 4,497,432

地方債 7,679,760 7,679,760

交付税措置 4,002,592 4,002,592

事業収入（手数料、売電等） 5,900,000 5,900,000

税収 - 0

計 22,079,784 22,079,784

公共人件費（設計・建設期間中） 154,000 154,000

公共人件費（運営期間中） 616,000 308,000

コンサルタント費用 143,000 213,950

建設費 13,270,000 13,270,000

起債元本償還 7,679,760 7,679,760

起債利息 801,518 801,518

運営業務委託料 - 15,601,858

運営費 16,110,646

燃料、薬剤、光熱水費等 835,088

人件費 5,972,252

維持管理・補修費 8,298,944

電気等の基本料金 317,984

その他費用 686,378

SPC維持費、保険料

法人税 -

リスク調整費 2,860 -

計 38,777,783 38,029,086

公共負担額 16,697,999 15,949,301

現在価値化 14,201,658 13,555,991

PSC-LCC（①－②） 645,667

- 4.6%VFM

支
出

収
入

組

合

負

担

額

（単位：千円、税込み）

項目
①

公設公営方式
②

DBO方式

運
営
業
務
委
託
料
と
し
て
支
出
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図５-３ VFM 算定結果 

 

  

10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

公設公営方式 DBO方式

公共負担額

（千円）

VFM：4.6％

約-6.5億円
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３. 事業可能性シミュレーション 

以上、VFM の算出を行った結果、DBO 方式について、VFM があることが確認された。こ

こでは、E-IRR について「前提条件の設定」で設定した前提条件を変動させ、事業成立

の可能性をシミュレーションする。 

 

(１) 前提条件 

VFM の算出においては、資本金：6 千万円、E-IRR：4％を本事業の成立条件として設

定した。ここでは、E-IRR をアンケート調査結果における各社回答の範囲（5～10％）

を考慮し、1％及び 10％の場合の VFM を試算した。 

 

(２) シミュレーション結果 

最も厳しい条件の E-IRR：10％の場合、DBO 方式の VFM は 1.7％となり、公設公営方

式に比べて経済効果が見込まれる。前述のように、実際の事業実施の際には、先行事

例では E-IRR は 3％程度が多いことから、E-IRR の設定によらず、DBO 方式による事業

は成立すると言える。 

 

表５-６ 事業可能性シミュレーション結果 

項目 

公設公営 

方式 

DBO 方式 

E-IRR 1％ E-IRR 4％ E-IRR 10％ 

PSC LCC VFM LCC VFM LCC VFM 

現在価値 
14,201,658

千円 

13,473,382 

千円 
5.1％ 

13,555,991 

千円 
4.6％ 

13,958,767 

千円 
1.7％ 

（参考） 

単純合計 
16,697,999 

千円 

15,853,467

千円 
5.1％ 

15,949,301 

千円 
4.5％ 

16,416,559 

千円 
1.7％ 
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第６章 総合評価 

事業方式の選定では、客観性を担保しつつ、公平、公正な選定を行うため、公設公営方

式及び DBO 方式について次の 3 つの評価項目について個別に評価する。そのうえで、各評

価項目の評価について総合評価を行い、望ましい事業方式を選定する。 

 Ⅰ：経済性評価 

 Ⅱ：各事業方式の持つ性質に係る評価 

 Ⅲ：事業方式ごとの本事業への参入意向 

 

１. 評価方法の選定について 

評価の方法には、◎、○、△等で評価を行う相対評価方式と、点数化し評価を行う絶

対評価方式がある。相対評価方式は、各評価項目における方式ごとの優劣及び評価内容

が明確となるが、絶対評価方式は数値で表示するため、定性的な各評価項目に対して明

確な評価基準を設定することが困難である。 

以上を踏まえたうえで、上記の 3 つの評価項目に係る評価並びに総合評価の評価方法

及び評価基準は表６-１のとおり設定した。 

 

表６-１ 評価方法及び評価基準 

評価項目 評価方法 評価基準 

Ⅰ： 

経済性評価 

 

定量的評価 DBO 方式にはコスト縮減効果

を期待するところが大きいと

いえる。 

そこで、経済性評価は定量的

評価とし各事業方式の公共負

担額の大小及び VFM を評価し

た。 

公共負担額の最小値を

「◎」、最大値を「〇」とす

る。 

Ⅱ： 

各事業方式の

持つ性質に係

る評価 

 

定性的評価 各事業方式が内包する主要な

課題や効果から、9 つの個別

評価項目を選定した。 

個別評価項目と評価の視点は

表６-２のとおりである。 

公設公営方式を標準「○」と

し、公設公営方式と比較して

優れている場合には「◎」、

同等の場合には「○」、劣っ

ている場合には「△」とす

る。 

Ⅲ： 

事業方式ごと

の本事業への

参入意向 

民間事業者の

参入意向 

民間事業者の参入意向、つま

り入札参加の事業者は事業の

競争性やより良い提案（経済

性や技術的に優れた提案）に

少なからず影響を与える。よ

って、より多くの参入意向が

得られる事業方式が望ましい

といえる。 

アンケート調査結果より、参

入意向があり、かつ希望順位

が最も高い事業方式を

「◎」、2 位の事業方式を

「○」とし、参入意向がない

場合には「△」とする。 

総合評価 定性的評価 Ⅰ～Ⅲの各評価を総合的に評

価する。総合評価の評価方法

として、相対評価方式を用い

る。 

Ⅰ～Ⅲの各評価結果を基に、

最も優れている事業方式を

「◎」、次に優れている事業

方式を「○」とする。 
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表６-２ 各事業方式の持つ性質に係る評価（定性的評価）項目の設定 

 

  

段
階 

個別評価項目 評価の視点 

事
業
者
選
定
段
階 

①公募準備・選定手続き 
公募準備においては、公募資料の作成、予算の確保、入札公告
以降の各種手続きなどといった事務が考えられる。公募準備・
選定手続き等に係る事務は容易であることが望ましい。 

②選定における透明性 
本事業の事業費は莫大であり、実施する事業者の選定にあたっ
ては、透明性を確保し、公平、公正に実施しなければならない。 

③競争性の確保 
事業費の高止まりを抑えるという観点からは、より多くの事業
者が入札に参加できるようにし、競争性を確保していく必要が
ある。 

事
業
実
施
段
階 

④施設の機能維持責任 

新ごみ焼却施設では、長期にわたり施設を使用する予定であ
り、処理性能・処理能力・環境保全等の機能を適切に維持し、
安全・安心な施設運営を確保する必要がある。公共としては、
施設の機能、性能を維持するとともに、追加の費用発生を極力
回避できる事業方式が望ましい。 

⑤リスク分担 

本事業の実施においては、事業関係者によるリスクの分担が行
われることとなる。そこで、リスク分担においては、分かりや
すく、最もリスクをよく管理でき、かつ、公共の事業リスクを
低減できる事業方式が望ましい。 

⑥事業監視 

長期にわたり本事業を適正に実施していくためには、その実施
者が各業務を適切に対応することはもとより、その監視（チェ
ック）も重要となる。そこで、事業監視が適切に行える事業方
式が望ましい。 

⑦財政支出の見通し 
本事業の予算上の手当てを考えていく上では、長期にわたり支
出額が見通せる。 

⑧事業の柔軟性 

本事業は、長期にわたる事業であることから、社会情勢の変化、
社会のニーズの変化等により、本組合のごみ処理行政も変化を
求められる可能性がある。そこで、これらの変化に柔軟に対応
できる事業方式であることが望ましい。 

⑨各年度の事務手続き 
施設を長期にわたり維持していくには、業務発注、委託費等の
支払いなど、発注者である組合において各種事務手続きが発生
する。事務手続きは容易であることが望ましい。 



 

49 

２. 総合評価 

総合評価結果は、以下のとおりである。 

なお、本事業に係る事業方式の評価においては、民間事業者の選定方法として、提案

内容と入札価格を総合的に評価し、契約の相手方を決定する「総合評価一般競争入札方

式」を想定して行った。 

 

 

 

 

  

【本事業において望ましい事業方式】 ：DBO 方式 

《 DBO 方式が優れていた点 》 

・公共負担額が公設公営方式よりも小さく、VFM があり、経済性に優れた事業方式で

あること。 

・各事業方式の持つ性質に係る評価において、「選定における透明性」、「競争性の確

保」、「施設の機能維持責任」、「リスク分担」、「財政支出の見通し」、「各年度の事

務手続き」の評価項目において公設公営方式よりも優れていたこと。 

・民間事業者の参入意向では、アンケート調査対象企業の全てが DBO 方式を希望し

ており、民間事業者の参入意向の高い事業方式であること。 
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表６-３ 事業方式の総合評価（1/4） 

 

項目 公設公営方式 DBO 方式 

Ⅰ 経済性評価 

 公共負担額 

（現在価値） 

約 142 億円 約 136 億円 

（VFM : 4.6%） 

評価 ○ ◎ 

Ⅱ 各事業方式の持つ性質に係る評価 

 

事

業

者

選

定

段

階 

① 

公募準備・ 

選定手続き 

公募資料作成 

 入札説明書、発注仕様書、落札

者決定基準書、様式集の作成が

必要となる。（従来の価格のみに

よる入札よりも作成する資料は

増加する。） 

 

 

 

 

 

 

 

選定手続き 

 総合評価一般競争入札に定め

られた基準に従う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 施設整備費のみ債務負担行為

が必要となる。 

公募資料作成 

 PFI 法に基づく手続きに準じ

て実施する場合が多く、実施方

針、特定事業の選定資料、入札説

明書、要求水準書、落札者決定基

準書、様式集、基本協定書（案）、

事業契約書（案）を作成する必要

がある。（PFI 法に基づく手続き

に準じて実施しない場合であっ

ても、公設公営方式で作成する

資料に加え、基本協定書（案）、

事業契約書（案）を作成する必要

がある。） 

選定手続き 

 PFI 法に基づく手続きに準じ

て実施する場合には、総合評価

一般入札に定められた手順に加

え、「実施方針の公表・質疑応答

対応」、「特定事業の選定の公表」

の事務及び運営・維持管理に係

る評価等の作業は増加する。

（PFI 法に基づく手続きに準じ

て実施しない場合であっても、

運営・維持管理に係る評価等の

作業は増加する。） 

予算措置 

 施設整備費、運営・維持管理費

を含む事業費の債務負担行為が

必要となる。 

評価 ○ △ 

② 

選定に 

おける 

透明性 

 「公共事業の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律」、

「入札談合等関与の排除及び防

止に関する法律」等の法律や、

総合評価一般競争入札などによ

り、近年、透明性の確保に配慮

されている。 

 PFI 法に基づく手続きに準じ

る場合は、基本方針において、

公平性原則、透明性原則、客観

主義など（5 原則 3 主義）が謳

われており、透明性には特に配

慮して事業が進められる。 

評価 ○ ◎ 

③ 

競争性の 

確保 

 設計・建設、運営・維持管理の

各段階、各業務において入札に

より競争させることが可能であ

る。ただし、補修工事等について

は、競争性の確保は困難である。 

 設計・建設、運営・維持管理を

一括してライフサイクルコスト

として競争させることが可能で

ある。 

評価 ○ ◎ 
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表６-４ 事業方式の総合評価（2/4） 

 

 

 

 

 

項目 公設公営方式 DBO 方式 

Ⅱ 各事業方式の持つ性質に係る評価 

 

事

業

実

施

段

階 

④ 

施設の 

機能維持 

責任 

 初期性能の確保については、

契約不適合、性能保証等により、

設計・施工業者が負うが、そのあ

との機能維持の責には公共であ

り、維持管理状況により追加的

な費用が発生する。 

 初期性能の確保については、

契約不適合、性能保証等により

民間事業者（建設事業者）が負

い、契約不適合に係る請求等が

可能な期間終了後は、民間事業

者（SPC）が運営・維持管理業務

におけるメンテナンスにより機

能維持の責任を負うこととな

る。ごみ量やごみ質等の初期条

件の著しい変動がない限りは、

機能維持に係る追加的費用が公

共に発生することはない。 

評価 ○ ◎ 

⑤ 
リスク分担 

 すべて公共のリスク負担によ

り事業は進められる。 

 PPP 手法においては、公共と

民間事業者のリスク分担によっ

て、事業に内在するリスクが明

確化されるとともに、従来方式

（公設公営方式）において公共

が負っていたリスクの一部を分

担することから、公共の負うリ

スクは低減される。また、民間

事業者のリスク管理能力が活用

され、事業全体としてもリスク

の低減が図られる。 

評価 ○ ◎ 

⑥ 
事業監視 

 公共自らが事業監視、情報公

開を行う。 

 事業は民間事業者が行い、自

らセルフモニタリングを行う。

さらに、公共が第三者の立場で

モニタリングを行い、適正に事

業が実施されているかをチェッ

クし、情報公開を行うことによ

って、公設公営方式の場合と同

等の事業監視が行われる。 

評価 ○ ○ 

⑦ 

財政支出の 

見通し 

設計・建設 

 建設期間中に支払い（起債に

より一部平準化可能） 

運営・維持管理 

 各業務に対して単年度払いと

なるため、財政支出の見通しは

難しい。 

設計・建設 

 建設期間中に支払い（起債に

より一部平準化可能） 

運営・維持管理 

 運営期間中の運営、維持管理

費を見通すことが可能である。 

 運営・維持管理費は平準化の

可能性がある。 

評価 ○ ◎ 
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表６-５ 事業方式の総合評価（3/4） 

 

 

 

 

 

 

項目 公設公営方式 DBO 方式 

Ⅱ 各事業方式の持つ性質に係る評価 

 

事

業

実

施

段

階 

⑧ 

事業の 

柔軟性 

 運転委託を行う場合であって

も、単年度ごとに行われること

から社会情勢等の変化に柔軟に

対応できる。 

 事業契約は長期にわたること

から、事業期間内の社会情勢等

の変化による事業条件（事業範

囲等）の変更については、事業

契約書に謳われる。ただし、大

幅な変更により、事業者に損害

が生じる場合には、違約金、損

害賠償等の支払いが発生する。 

 物価変動や法令変更（税制変

更を含む）が生じた場合の措置

については、事業契約書に明確

に謳われており、迅速な対応が

可能となる。 

評価 〇 △ 

⑨ 

各年度の事

務手続き 

 運転管理、薬品購入、定期整

備等の業務を年度ごとに発注す

ることから、予算確定をはじめ

とした発注準備、入札をはじめ

とした発注事務が発生する。 

 一般競争入札の場合には、落

札者の力量等にばらつきが生じ

る可能性がある。 

 各年度の発注事務は発生しな

い。 

 

 

 

 事業期間にわたり提供される

業務水準は一定となる。 

評価 ○ ◎ 

各事業方式の持つ性質 

に係る評価 

[個別評価の評価数] 

◎：－  ○：9  △：－ 

 事業者選定に係る事務量、容

易性の点で有利であるが、選定

期間までに大きな影響を与える

ものではなく、事業実施段階の

評価では DBO 方式より劣る面が

多い。 

[個別評価の評価数] 

◎：6  ○：1  △：2 

 事業者選定に係る事務量増加

や、社会情勢等の変化に対応す

る必要があるが、専門コンサル

タントの活用等により対応が可

能であり、事業実施段階の評価

でも、公設公営方式より優れた

面が多い。 

評価 ○ ◎ 

Ⅲ 民間事業者の参入意向 

 

民間事業者の参入意向 

(アンケート調査結果） 

 本事業に参入意向があると回

答した民間事業者のすべてが、

本方式を希望する事業方式の第

2 位に選択した。従来からの方

式であり、本方式への参入意向

はあるといえる。 

 本事業に参入意向があると回

答した民間事業者のすべてが、

本方式を希望する事業方式の第

1 位に選択した。本方式への参

入意向は高いといえる。 

評価 ○ ◎ 
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表６-６ 事業方式の総合評価（4/4） 

 

３. 事業実施における課題 

前節にて、本事業において望ましい事業方式として DBO 方式を選定したが、今後、DBO

方式にて事業化を行っていくにあたっては、以下の課題について留意する必要がある。 

 

(１) 適正な予定価格の設定 

近年、労務単価や建築資材の高騰が続いている傾向にある。一時のピークは過ぎた

と言われており、地方都市を中心に落ち着きつつあるものの、関西圏において大阪万

博が 2025 年に開催されることや、労務単価、建築資材の継続的高騰等も考えられる。 

また、今後は、高度経済成長期に集中的に整備されたインフラの維持・更新や令和

2 年度に策定された「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」により

脱炭素社会に向けた取り組みによる建築資材等への影響、働き方改革による労務費の

高騰等も考えられることから、本事業の予定価格を設定するに当たっては、これらの

状況等を踏まえた適切な事業費の算定を行う必要がある。 

 

 

 

項目 公設公営方式 DBO 方式 

総合評価 

 

各項目における 

評価結果 

定量的評価：○ 

 公共負担額が DBO 方式よりも

大きく、経済性では DBO 方式よ

りも劣っていた。 

 

定性的評価：○ 

 公募準備・選定手続きにおけ

る優位性において優れた面はあ

るものの、公共自らが実施する

ことから公共のリスク負担の増

大、事業監視における客観性の

確保などで他方式より劣ってい

た。 

民間事業者の参入意向：○ 

 本事業への参入を希望した全

民間事業者が本方式を第 2 位に

選択したことから、本方式への

民間事業者の参入意向は DBO 方

式に次いで高い。 

定量的評価：◎ 

 公共負担額が公設公営方式よ

りも小さく、経済性では公設公

営方式よりも優れた事業方式で

あった。 

定性的評価：◎ 

公設公営方式より公募準備・選

定手続きに時間を要するが、選

定における透明性、競争性の確

保、リスク負担など優れた面を

多く有していた。 

 

 

民間事業者の参入意向：◎ 

 本事業への参入を希望した全

民間事業者が本方式を第 1 位に

選択したことから、本方式への

民間事業者の参入意向は高い。 

総合評価 

〇 ◎ 

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの全ての評価項目に

おいて、DBO 方式よりも劣る結

果となった。 

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの全ての評価項目に

おいて、公設公営方式よりも優

れている結果であり、本事業に

最も適した事業方式であるとい

える。 
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(２) 適正な事業監視（モニタリング）の実施について 

DBO 方式を採用した場合、本組合は、発注者の立場から民間事業者が適正に事業を

実施しているか、監視（モニタリング）する役割を担うことになる。 

モニタリングを実施する目的は、環境保全を含む、安全・安心な運営を監視するこ

とのほか、民間事業者の事業実施状況に何らかの不備があった場合に、当該不備を改

善させるよう促していくことや、万一改善できなかった際には、民間事業者にペナル

ティを与えるといったことも含まれる等、本事業の適正な実施には必要不可欠な業務

であるといえる。また、民間事業者は、本組合の実施するモニタリングに協力する必

要があり、資料作成、現場対応等を行わなければならないことから、本組合のモニタ

リングの実施内容や頻度等は民間事業者のコストに影響を及ぼすことになる。そのた

め、本事業の事業化に際しては、安全・安心な運営を確保することを含め、予めモニ

タリング方法等を検討し、入札説明書や要求水準書等といった事業者募集資料におい

て、明確化する必要がある。 

 

(３) 発電を促進するためのインセンティブについて 

本調査では、余剰電力の売却収入は、本組合に帰属することとして調査を進めてき

た。売電収入を本組合の帰属とした場合、ごみ質・ごみ量の変動、制度変更等に伴う

売電収入の変動リスクは、本組合が直接負担するため、委託料へのリスクコストの上

乗せは生じないというメリットがある。しかし、民間事業者による売電収入最大化の

インセンティブが働きにくいといったデメリットもある。 

そのため、今後は、売電収入の最大化を目指して、積極的に発電するような仕組み

や省エネルギーを行っていけるような仕組みを検討していく必要がある。 

 

 

  



 

55 

第７章 発注方式の検討 

１. 発注方式の種類と概要 

(１) 入札・契約方式 

地方自治体（昭和 22 年 4 月 17 日法律第 67 号）に定められる契約方法としては、

一般競争入札、指名競争入札及び随意契約がある。（せり売りは除く） 

地方自治法では、一定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申し込みをした

者を契約の相手方とする一般競争入札を原則として掲げつつ、一定の要件を満たした

場合には、指名競争入札、随意契約による方法により契約を締結することが認められ

る。 

また、競争入札には、価格だけではなく技術者等の条件が当該地方公共団体にとっ

て最も有利なものをもって申し込みをしたものを落札者とすることができる「総合評

価一般競争入札」がある。随意契約には、価格その他の条件が当該地方公共団体にと

って最も有利なものをもって申し込みをした者と契約交渉を行う「プロポーザル方式」

がある。 

 

(２) 一般競争入札と指名競争入札 

一般競争入札とは、参加資格要件等を設定した上で、その要件を満足する民間事業

者が自由に参加できる入札方式である。一方、指名競争入札は、あらかじめ一定の要

件に基づき参加できる民間事業者を指名してから入札で選定する方式である。 

指名競争入札は、指名の妥当性が問題となる場合があり、また、全国の同種事例を

みても採用事例はほとんどない。近年の同種事例から推測すると、本事業においても

多くの応募者が見込めない可能性もあり、仮に指名競争入札を採用して 1 者入札とな

った場合には入札中止となり、全体工程に大きな影響を与えることからも採用を回避

することが望ましい（一般競争入札の場合は、1 者入札となった場合でも、指名の妥

当性に問題が及ぶことがなく、競争性及び公平性は担保されていたこととなります）。 

そこで、指名競争入札は、本事業においても採用しないものとし、検討対象から除

外する。 

 

(３) 発注方式の比較 

「一般競争入札」、「総合評価一般競争入札」、「プロポーザル」の比較を表７-１に示

す。 
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表７-１ 発注方式の比較 

 一般競争入札方式 総合評価一般競争入札方式 プロポーザル方式 

地方自治法上の

位置付け 
一般競争入札 一般競争入札 随意契約 

契約手続きまで

の手順 

①入札公告 

②入札 

③落札者決定 

①入札公告 

②入札資格審査・認定 

③入札書、提案書提出 

④評価（ヒアリング含む。） 

⑤落札者決定 

⑥契約交渉 

①事業発注の告示 

②資格審査・認定 

③提案書提出 

④評価（ヒアリング含む。） 

⑤優先交渉者決定 

⑥契約交渉 

事業者の選定 

価格のみで評価する。 価格と技術提案を総合的に評

価する。 

価格抜きで審査の基準を設定

することはできない。 

価格と技術提案を総合的に評

価する。 

価格に関わらず、最も優れた

内容の提案を採用することが

可能である。（ただし、総合評

価方式と同様に価格点を設定

している事例が多い。） 

事業者選定基準

（ 学 識 者 の 意

見） 

法制度上の制約はない（特に

意見を聞く必要はない）。 

事前に落札者決定基準を定

め、その際に学識経験者 2 名

以上の意見を聴くことが求め

られる（地方自治法施行規則

第 12 条の 4）。 

※事業者選定委員会の委員と

している事例がほとんどであ

る。 

法制度上の制約はない（特に

意見を聞く必要はない）。 

契約交渉 

入札方式のため、契約条件の

変更はしない。 

契約交渉の必要はない。 

入札方式のため、基本的に契

約書の内容は変更しない。契

約交渉として、技術提案の追

記や詳細部分の調整を行う。 

事業者の提案に応じて契約内

容を決めるため、弾力性があ

る。数ヶ月の期間が必要であ

り、契約交渉が整わない可能

性も残される。 

契約が締結に至

らなかった場合 

再入札が必要となる。 再入札が必要となる。 

ただし、落札金額の範囲内に

おいてのみ次順位者以降との

随意契約が可能である（地方

自治法施行令第 167 条の 2）。 

優先交渉者との交渉が決裂し

た場合、当初の取り決めに従

い、次順位者との交渉が可能

である。 

1 者応募の対応 

自治体によって 1 者入札は無

効とする規定を設けている場

合には、再入札が必要となる。 

自治体によって 1 者入札は無

効とする規定を設けている場

合には、再入札が必要となる。 

随意契約のため 1 者応募でも

契約可能である。 

その他 

DBO 方式の場合、建設費と運営

費の総額で評価するため、建

設費が最も安価の事業者が選

定されない可能性もあり、そ

の場合、交付金の取り扱いが

課題となる可能性がある。 

平成 17 年 4 月に「公共工事の

品質確保の促進に関する法

律」が施行され、さらに国から

廃棄物処理施設建設工事の発

注・選定方式としては、総合評

価一般競争入札方式を導入し

ていくべきであるという見解

が示されている。 
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２. 本事業の発注方式について 

本事業の発注方式は、以下に示す理由から、総合評価一般競争入札が最も望ましいと

いえる。 

 

 

 

 

 《 総合評価一般競争入札を選定した理由 》 

・本組合において、本事業の事業規模は非常に大きく、注目度の高い事業であることか

らも、事業者選定における透明性、公平性には特に配慮する必要がある。 

・施設整備等を行う事業者選定にあたっては、長期間にわたる安定稼働の実績と確かな

技術力を有する民間事業者を選定する必要がある。したがって、価格のみの入札では

なく、価格と技術力を総合的に評価する「総合評価一般競争入札」または「プロポー

ザル」が望ましいといえる。 

・環境省は、公共工事の品質確保のために、「廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の

手引き（平成 18 年 7 月）環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部」において、廃

棄物処理施設建設工事の発注・選定方式として「総合評価一般競争入札」の導入を推

奨している。 

・ごみ焼却施設における PFI 法、DBO 方式等の先行事例では、総合評価一般競争入札方

式が多く採用されている。 

・「総合評価一般競争入札」は、従来の入札方式での談合疑惑や「安かろう悪かろう」の

仕組みを排除するものであるとともに、民間事業者の経験等を踏まえた提案と価格を

総合的に判断するものであり、本組合の施設整備に係る基本方針等を実現するうえで

効果のある方式であると考えられる。 

 

 

【本事業において望ましい発注方式】 ：総合評価一般競争入札 


